
 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和８年３月１９日 

 

京都市公営企業管理者 

交通局長 北村 信幸 

京都市交通局管理規程第８号 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 

 

改正前 改正後 

別表第 1（第 2条関係） 

 

(1) 均一系統 

（中略） 

特27 京都外大前

～ 

京都外大前 

太秦天神川駅前、

右京ふれあい文

化会館前、太子

道、西大路四条、

西大路五条、光華

女子学園前、四条

葛野大路、西大路

四条 

 

（中略） 

 

86 梅 小 路 公

園・京都鉄

道博物館前

～岡崎公園 

美術館・平

安神宮前 

七条堀川、京都駅

前、烏丸七条、東

山七条、祇園、岡

崎公園 動物園前 

南 5 竹田駅東口

～ 

京都駅前 

深草西浦町、稲荷

大社前、七条京阪

前 

 

（中略） 

別表第 1（第 2条関係） 

 

(1) 均一系統 

（中略） 

特27 京都外大前

～ 

京都外大前 

太秦天神川駅前、

右京ふれあい文

化会館前、太子

道、西大路四条、

西大路五条、光華

学園前、四条葛野

大路、西大路四条 

 

（中略） 

 

86 梅 小 路 公

園・京都鉄

道博物館前

～三条京阪

前 

 

京都駅前、東山七

条、五条坂、祇園 

南 5 京都駅前～ 

竹田駅東口 

七条京阪前、稲荷

大社前、深草西浦

町 

 

（中略） 

 



 

 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である 

   附 則（令和８年３月１９日） 

（施行期日） 

(2) 調整系統 

42 洛 西 口 駅

前～ 

京都駅前 

ＪＲ桂川駅前、久

世橋西詰、市民防

災センター前、南

区総合庁舎前、東

寺東門前 

(3) 観光特急系統 

(後略) 

(2) 調整系統 

42 京 都 駅 前

～ 

洛 西 口 駅

前 

東寺東門前、南区

総合庁舎前、市民

防災センター前、

久世橋西詰、ＪＲ

桂川駅前 

(3) 観光特急系統 

(後略) 

現行 改正後（案） 

別表第 2（第 8条関係） 

調整路線に係る片道普通券による大

人の旅客運賃 

 

(1)～(5) （略） 

 

(6) 23 号系統 

 

 

 

(7)～(36) （略） 

 

(後略) 

別表第 2（第 8条関係） 

 調整路線に係る片道普通券による大

人の旅客運賃 

 

(1)～(5) （略） 

 

(6) 23 号系統 

 

 

 

(7)～(36) （略） 

 

(後略) 
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この規程は、令和８年３月２０日から施行する。 

 

（交通局自動車部運輸課） 

 

 

        


